
かんたんクラウド会計事務所様向け                             2025年 12月 25日 

 

 

 

かんたんクラウド 価格改定の時期に関するよくある問い合わせ 

かんたんクラウドシリーズは、2026年4月1日より価格改定となり、2026年4月請求分から新価格となります。

この資料では、価格改定に伴う、よくある問い合わせについてご案内いたします。 

 

Ｑ１ 年払で新規で申込を行う場合、いつまでに申込を行えば旧価格で利用開始できますか？ 

2025年 12月中にかんたんクラウド会計および給与を年払で新規に申込をした場合は、 

2ヶ月の無料期間後、2026年 3月から有料利用期間となり、旧価格でご請求いたします。 

 

 

 

 

 

Ｑ２ 2026年 1月および 2月に年払いで新規で申し込んだ場合でも、すぐに有料に変更すれば、旧価格で 

利用開始となりますか？ 

2026年 1月以降にかんたんクラウド会計および給与を年払で新規に申込をした場合は、 

2026 年 2 月末までに手動で有料契約に切り替えていただくことで、2026 年 3 月から有料利用期間となり、

旧価格でご請求いたします。 

 

 

 

 

◎無料利用期間中に有料に切り替える方法（本利用開始） 

▼会計事務所管理サイト＞契約管理＞無料試用期間契約状況確認 
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以上 

Ｑ３ 現在、月払でかんたんクラウドを利用しておりますが、価格改定前に年払いに支払方法を変更したいと思っ

ています。いつまでに支払方法を変更すれば、旧価格で利用できますか？ 

2026年 2月中に支払方法を「月払」から「年払い」に変更した場合、旧価格となります。 

2026年 3月に「年払」に変更した場合は、新価格となります。 

 

◎支払方法の変更について 

事務所管理サイト＞契約管理＞支払方法変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年払」を選択する際に旧価格であること

を確認してください。 

変更後の年払の価格を確認

してください。 

右画面が表示されたら、支払

方法変更は完了です。 
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